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運転･建設状況の概要 
（平成 26 年１月 15 日～平成 26 年３月 28 日） 

 

平成 26 年３月 28 日 

福井県安全環境部 

原子力安全対策課 
 

 

１．運転･建設状況の概要                         

今期間の運転状況は、計画外の原子炉停止や出力抑制はなかった。現在、定期検査を実施し

ている発電所は 13 基である。 

 

(1) 定期検査を実施中の発電所 

・敦賀発電所１号機：第 33 回定期検査（平成 23 年 １月 26 日～） 

・敦賀発電所２号機：第 18 回定期検査（平成 23 年 ８月 29 日～） 

・美浜発電所１号機：第 25 回定期検査（平成 22 年 11 月 24 日～） 

・美浜発電所２号機：第 27 回定期検査（平成 23 年 12 月 18 日～） 

・美浜発電所３号機：第 25 回定期検査（平成 23 年 ５月 14 日～） 

・大飯発電所１号機：第 24 回定期検査（平成 22 年 12 月 10 日～） 

・大飯発電所２号機：第 24 回定期検査（平成 23 年 12 月 16 日～） 

・大飯発電所３号機：第 16 回定期検査（平成 25 年 ９月 ２日～） 

・大飯発電所４号機：第 15 回定期検査（平成 25 年 ９月 15 日～） 

・高浜発電所１号機：第 27 回定期検査（平成 23 年 １月 10 日～） 

・高浜発電所２号機：第 27 回定期検査（平成 23 年 11 月 25 日～） 

・高浜発電所３号機：第 21 回定期検査（平成 24 年 ２月 20 日～） 

・高浜発電所４号機：第 20 回定期検査（平成 23 年 ７月 21 日～） 

 

(2) 高速増殖原型炉もんじゅの状況 

    原子炉施設の安全確保のために必要な機器・設備の保全対策として、２次冷却系設備、原

子炉補機冷却水系設備、原子炉補機冷却海水系設備、放射性廃棄物処理設備、換気空調設備、

所内電源供給設備、ディーゼル発電設備、屋外開閉所・主要変圧器設備等の点検を実施して

いる。 

 

(3) 原子炉廃止措置研究開発センター（ふげん）の状況          [資料 No.3-1 p.57] 

 平成 25 年９月１日から第 26 回定期検査を開始し、平成 26 年１月 20 日に終了した。今定

期検査においては、使用済燃料の取扱い又は貯蔵に係る設備等について検査を実施した。 
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２．特記事項 

(1) 発電用原子炉施設に係る新規制基準への対応について          

 原子力規制委員会は、関西電力が平成 25 年７月８日に申請した大飯発電所３、４号機およ

び高浜発電所３，４号機の原子炉設置変更許可等について審査を行っている。 

 

(2) 県内発電所の敷地内破砕帯の調査状況について            

①敦賀発電所                           

原子力規制委員会は、D-1 破砕帯が「耐震設計上考慮する活断層である」とした有識者会

合の評価書の見直し要否を議論するため、平成 26 年 1 月 20、21 日および 23、24 日に、有

識者による現地調査を実施した。 
 

②美浜発電所                            [資料 No.3-1 p.110] 

関西電力は、平成 26 年１月 15 日に開催された有識者会合の第１回評価会合での指摘事項

をふまえ、２月 18 日に敷地内破砕帯の追加調査計画書を原子力規制委員会に提出した。 
 

③大飯発電所                           [資料 No.3-1 p.115] 

原子力規制委員会は、平成 26 年２月 12 日、F-6 破砕帯が「将来活動する可能性のある断

層等には該当しない」とした有識者会合の評価書を了承した。 
 

④高速増殖原型炉もんじゅ                      [資料 No.3-1 p.124] 

原子力機構は、平成 26 年１月 31 日、原子力規制委員会の指示に基づき実施中の敷地内破

砕帯の追加調査について、平成 25 年 11 月中旬から平成 26 年１月中旬までに得られた結果

をとりまとめ、規制委員会に報告した。 

 

(3) 高速増殖原型炉もんじゅについて 

①保守管理の不備について                  [資料 No.3-1 p.58、99、108] 

 原子力規制庁は、平成 26 年１月 15 日の規制委員会において、第３回保安検査により確認

した事項として、昨年 11 月に原子力機構が保全計画の見直し完了を報告した時点において、

保全計画の記載内容の確認作業中であったこと等を報告するとともに、もんじゅの保守管理

体制及び品質保証体制の再構築が未だ不十分であるとの現状認識を示した。 

 これを受け、原子力機構は、平成 26 年２月 10 日、専従チームにより、保全計画の徹底的

な確認と見直しを行うこと等を公表し、２月 17 日に原子力規制庁に報告した。 

 原子力機構は、平成 25 年 12 月 26 日に規制委員会へ提出した保安規定の変更認可申請を、

平成 26 年３月 19 日に取り下げた。 

 

(4) 高浜発電所３号機の高経年化技術評価書について           [資料 No.3-1 p.158] 

   関西電力は、原子炉等規制法に基づき、平成 27 年１月 17 日に運転開始から 30 年を迎える

高浜発電所３号機の高経年化技術評価と長期保守管理方針を策定し、平成 26 年１月 15 日、原

子力規制委員会に対し、原子炉施設保安規定の変更認可申請を行うとともに、県および高浜町

に対し、高浜発電所３号機の高経年化技術評価書を提出した。 
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(5) 高浜発電所３号機用ＭＯＸ燃料(第２回製造分)の輸入燃料体検査について[資料 No.3-1 p.161] 

原子力規制委員会は、平成 25 年 12 月 10 日から 12 日にかけて高浜発電所において、３号機

用ＭＯＸ新燃料 20 体の輸入燃料体検査を実施し、県および高浜町は同検査に立ち会った。そ

の後、平成 26 年２月７日、原子力規制委員会は関西電力に対し、輸入燃料体検査の合格証を

交付した。 

 

(6) 国のエネルギー政策について                    [資料 No.3-1 p.163] 

平成 26 年２月 25 日、政府は、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会がとりまとめた「エ

ネルギー基本計画に対する意見」を踏まえ、エネルギー基本計画の案を示し、原子力を「エネ

ルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源」と位置付けた。 
 

知事は、放射性廃棄物ワーキンググループに委員として参加し、放射性廃棄物の減容化・有

害度低減について国の取り組み方針を示すこと、使用済燃料の中間貯蔵について消費地の「分

担と協力」を求めていくこと等の意見を述べた。 

また、平成 26 年３月 14 日の会合では中間とりまとめ案が示され、３月 20 日から１か月間

の意見募集を行っている。 

 

(7) 国への要請等 

  ①原子力安全基盤機構の統合に対する要請について          [資料 No.3-1 p.172] 

 平成 26 年１月 17 日、県は、原子力規制委員会に対し、（独）原子力安全基盤機構が原子

力規制庁に統合されることに伴い同機構福井事務所（敦賀市）が廃止されることを受け、立

地地域における安全規制体制のより一層の充実と原子力防災に万全を期する観点に立ち、本

県嶺南地域に設置している原子力規制事務所（敦賀・美浜・大飯・高浜）の職員を増強する

よう求めた。 

 

  ②新規制基準適合性審査の今後の進め方に対する申し入れについて        [添付２] 

 平成 26 年２月 19 日、規制委員会は、新規制基準適合性審査の今後の進め方として、規制

委員会が作成した審査書案に対し、科学的・技術的意見の募集を行うこと、立地自治体から

の要請に基づき、規制委員会との共催により公聴会を実施することなどの方針を示した。 

 これに対し、本県を含む 13 の立地道県で構成される原子力発電関係団体協議会は、３月

４日、規制委員会に対し、審査結果は委員会が責任をもって国民に説明すべきものであり、

仮に公聴会等を実施する場合には、委員会の責任において必要性を判断し開催することなど

の是正を申し入れた。 
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３．安全協定に基づく異常事象の報告                            [資料 No.3-1 p.50] 

 

今期間、安全協定に基づき報告された異常事象は１件あった。周辺環境への放射能の影

響はなかった。 
 
(a) 今期間、安全協定に基づき報告された異常事象（１件） 

件 

番 
発電所名 件    名 

国への 

報告区分

① 大飯発電所 

発生 

(H26. 2.18) 

 

終結 

(H26. 3.26) 

 

 

[資料 No.3-1 

p.54 参照] 

 

物揚岸壁補強工事における協力会社作業員の負傷 

・２月 18 日、物揚岸壁の地盤改良工事に従事していた作業

員が、汚泥を排出する水中ポンプに、左足を巻き込まれ負

傷した。 

・調査の結果、原因は、ポンプ吸込口保護カバーを取り外し

てポンプを運転していたことに加え、当該作業員がポンプ

を停止することなく近づいたことにより、左足を吸い込ま

れたためと推定された。 

・対策として、ポンプの保護カバーを取り外して運転しない

こと等を作業手順書に明記し作業関係者全員に周知する

とともに、実際の作業でポンプに近づく際には、チェック

シートを用いてポンプの停止等を確認することとした。 

 また、作業員が運転中のポンプに容易に近づくことがない

よう、ポンプ配置エリアに外周カバーや立ち入り禁止柵を

設置した。 

― 

 



 

 

 

 

１．運転または建設中の発電所（設備容量 運転中：13 基 計 1128.5万 kW、建設中：1基 計 28.0万 kW） 

  項 目 

発電所名 

現状 利用率・稼働率（％） 発電電力量（億 kWh） 

平成 25年度 運開後累計 平成 25年度 運開後累計 

日本原子力発電㈱ 

 

敦 賀 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H23. 1.26～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

６１．７ 

 
６４．０ 

０．０ ８４７．３ 

２号機 
定期検査中 

(H23. 8.29～未定) 

０．０ 

  
０．０ 

７０．０ 

 
７０．０ 

０．０ １,９２２．９ 

日本原子力研究開発機構 

 

高速増殖原型炉もんじゅ 

性能試験中 

（停止中） 

――――― 

（H22. 5. 6 10：36 原子炉起動、H22. 5. 8 10:36 臨界) 

関 西 電 力 ㈱ 

 

美 浜 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H22.11.24～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

４９．５ 

 
５１．６ 

０．０ ６３８．０ 

２号機 
定期検査中 

(H23.12.18～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

５９．０ 

 
６０．４ 

０．０ １,０７５．２ 

３号機 
定期検査中 

(H23. 5.14～未定） 

０．０ 

 
０．０ 

６６．０ 

 
６６．６ 

０．０ １,７８０．２ 

関 西 電 力 ㈱ 

 

大 飯 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H22.12.10～未定) 

０．０ 

 
  ０．０ 

６１．６ 

 
６２．５ 

０．０ ２,２１７．３ 

２号機 
定期検査中 

(H23.12.16～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

６８．３ 

 
６８．８ 

０．０ ２,４０７．９ 

３号機 
定期検査中 

(H25. 9. 2～未定) 

４７．０ 

 
４６．４ 

７６．１ 

 
７６．１ 

４４．４ １,７４８．６ 

４号機 
定期検査中 

 (H25. 9.15～未定） 

５１．４ 

 
５０．３ 

８０．８ 

 
８０．４ 

４８．５ １,７６０．７ 

関 西 電 力 ㈱ 

 

高 浜 発 電 所 

１号機 
定期検査中 

(H23. 1.10～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

６４．６ 

 
６５．１ 

０．０ １,８３８．６ 

２号機 
定期検査中 

(H23.11.25～未定) 

０．０ 

  
０．０ 

６５．６ 

 
６６．１ 

０．０ １,８１９．２ 

３号機 
定期検査中 

(H24. 2.20～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

７７．８ 

 
７７．１ 

０．０ １,７２６．７ 

４号機 
定期検査中 

(H23. 7.21～未定) 

０．０ 

 
０．０ 

７７．２ 

 
７６．７ 

０．０ １,６９０．８ 

 合 計 
１０．３ 

 
７．４ 

６８．０ 

 
６６．６ 

９３．０ ２１，４７４．１ 

 (注) 利用率・稼働率・電力量は平成 26年２月末現在、累計は営業運転開始以降。また、利用率・稼働率は四捨五入、電力量は切り捨て。 

 

 

原子力発電所の運転および建設状況 
原子力安全対策課 

平成 26年３月 28日現在 

（上段）設備利用率＝ 

発電電力量 

――――――――― 

認可出力×暦時間 

×100（％） 

 
（下段）時間稼働率＝ 

発電時間 

――――――――― 

暦時間 

×100（％） 

 

添付－１ 
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２．各発電所の特記事項（平成 26年１月 15日～３月 28日時点） 

（１）運転中のプラント 

＊：平成 25年７月８日の新規制基準施行に伴い、同日、関西電力は原子力規制委員会に原子炉設置変更許

可申請書等を提出した。 

 

発電所名 特記事項 

敦賀１号機 

 

第 33回定期検査中 （H23. 1.26 ～ 未定） 
・発電停止       （H23. 1.26  0:00） 
・原子炉停止     （H23. 1.26  5:22） 

敦賀２号機 ○一次冷却材中の放射能濃度上昇 
 ・発電停止    （H23. 5. 7 17:00） 
 ・原子炉停止   （H23. 5. 7 20:00） 
第 18回定期検査中 （H23. 8.29 ～ 未定） 

美浜１号機 第 25回定期検査中 （H22.11.24 ～ 未定） 
・発電停止       （H22.11.24 10:30） 
・原子炉停止     （H22.11.24 12:25） 

美浜２号機 ○Ａ-加圧器スプレ弁グランドリークオフ流量増加 
・発電停止    （H23.12. 8  3:15） 
 ・原子炉停止   （H23.12. 8  4:00） 

第 27回定期検査中 （H23.12.18 ～ 未定） 

美浜３号機 第 25回定期検査中 （H23. 5.14 ～ 未定） 
・発電停止    （H23. 5.14 11:00） 
・原子炉停止     （H23. 5.14 12:59） 

大飯１号機 第 24回定期検査中 （H22.12.10 ～ 未定） 
・発電停止       （H22.12.10 10:00） 
 ・原子炉停止     （H22.12.10 11:25） 
・原子炉起動     （H23. 3.10 19:00）、臨界（H23. 3.11  0:40） 
・調整運転開始   （H23. 3.13 11:00） 
・発電停止    （H23. 7.16 19:48） 
・原子炉停止   （H23. 7.16 20:53） Ｃ－蓄圧タンク圧力の低下のため停止 

大飯２号機 第 24回定期検査中 （H23.12.16 ～ 未定） 
・発電停止    （H23.12.16 16:00） 
・原子炉停止      (H23.12.16 18:35) 

大飯３号機＊
 第 16回定期検査中 （H25. 9. 2 ～ 未定） 

・発電停止       （H25. 9. 2 23:00） 
・原子炉停止   （H25. 9. 3  1:06） 

大飯４号機＊
 第 15回定期検査中 （H25. 9.15 ～ 未定） 

・発電停止     （H25. 9.15 23:00） 
・原子炉停止   （H25. 9.16  1:33） 

高浜１号機 第 27回定期検査中 （H23. 1.10 ～ 未定） 
 ・発電停止       （H23. 1.10 10:03） 
 ・原子炉停止     （H23. 1.10 12:20） 

高浜２号機 第 27回定期検査中 （H23.11.25 ～ 未定） 
 ・発電停止    （H23.11.25 23：02） 
 ・原子炉停止    (H23.11.26  2：26) 

高浜３号機＊ 第 21回定期検査中 （H24. 2.20 ～ 未定） 
・発電停止    （H24. 2.20 23:00） 
・原子炉停止   （H24. 2.21  3:50） 

高浜４号機＊ 第 20回定期検査中 （H23. 7.21 ～ 未定） 
・発電停止    （H23. 7.21 23:00） 
・原子炉停止   （H23. 7.22  2:08） 
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（２）建設中のプラント 

 

 

（３）廃止措置中のプラント  

発電所名 特記事項 

原子炉廃止

措置研究開

発センター 

（ふげん） 

廃止措置中（H20. 2.12 ～） 

・カランドリアタンクおよび重水冷却系のトリチウム除去作業実施中 

（H21. 9. 2 ～） 

・重水浄化系のトリチウム除去作業実施中（H24. 2.27 ～） 

・劣化重水貯槽、重水貯槽等のトリチウム除去作業実施中（H25. 8.26 ～） 

・Ｂ復水器下部内部構造物の解体撤去作業終了（H25. 8.30 ～ H26. 2.21） 

第 26 回定期検査終了（H25. 9. 1 ～ H26. 1.20） 

 

 

３．燃料輸送実績（平成 26年１月 15日～３月 28日） 

＜新燃料輸送＞   

    なし 

 

＜使用済燃料輸送＞  

  なし 
 
 

４．低レベル放射性廃棄物輸送実績（平成 26年１月 15日～３月 28日） 

なし 

発電所名 特記事項 

もんじゅ 設備保全対策（H24. 4. 2 ～） 
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添付－２

9

yakihiro
長方形



「原子力発電所の新規制基準適合性審査の今後の進め方」 
に係る申し入れ 

 当協議会ではこれまで、貴委員会に対し、新規制基準適合性審査の結果等に
ついては、原子力規制委員会の然るべき責任のある立場の者自らが、我々自治
体や国民へ説明することなどにより、理解促進に努めるよう要請してきたとこ
ろです。 

こうした中、去る２月１９日に開催された平成２５年度第４３回原子力規制
委員会において、突然、「原子力発電所の新規制基準適合性審査の今後の進め
方」(以下「当該方針」という。)が示され、審査書案(仮称)への外部からの科
学的・技術的意見の募集に関して、立地及び周辺自治体からの要請に基づき、
その協力を得て共催により、公聴会(仮称)を実施することができるとの方針が
決定されました。 

 当該方針は、本来事前に決定しておくべき手続きであり、今回のような唐突
な提案は、新規制基準適合性審査の進め方として非常に場当たり的であります。
また、例えば、破砕帯の問題は限られた専門家の意見で結論付けているのに対
し、新規制基準適合性審査については、公聴会等により一般国民の意見を聞く
こととするのは矛盾しております。 

こうした対応は、これまで当協議会が貴委員会へ求めてきた責任ある対応と
趣旨を異にするものであり、当協議会としては受け入れ難い内容と言わざるを
得ません。 

つきましては、下記事項について、特段の対応をいただきたく、ここに強く
申し入れます。 

記 

１ 新規制基準適合性審査は、本来、貴委員会自らが、科学的・技術的見
地から責任をもって実施し、その結果を国民に丁寧に説明すべきもので
あり、仮に公聴会等を実施する場合には、貴委員会の責任においてその
必要性を判断し、位置付けや対象、開催範囲などを明確に示した上で、
貴委員会の主催で開催すること

２ これまで当協議会が求めてきたとおり、新規制基準適合性審査の結果
については、上記公聴会等とは別に、貴委員会の然るべき責任のある立
場の者が、あらかじめ具体的な手順等を明示した上で、立地自治体に対
し、自ら主体的に説明を行うこと 

３ 貴委員会が、立地自治体に関係する今回のような方針を決定する際に
は、事前に当協議会と意見交換すること 
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